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ご意見は
こちらまで

国道７号青森環状道路の中央インター
交差点をはじめ６交差点において、右折
を誘導するための路面標示をリニューア
ルしました。
青森環状道路は青森自動車道（ネクス

コ東日本）を挟み、山側と海側に分離さ
れていることから通常の交差点に比べ非
常に大きい交差点となっており、右折時
の交通事故防止を目的に右折車の内回り
方式を採用しています。
今まで右折車を誘導するためのカ

ラー舗装を実施していましたが、経年劣
化や冬期除雪等により消えかかってきた
ことから、新たに交差点内の右折誘導標
示を実施し、あわせて案内看板も年内に
更新します。

ブルーラインと矢印による右折誘導

【右折誘導路面標示リニューアル交差点】
中央インター入口交差点、青森陸運支局前交差点、浜田交差点、スポーツ公園入口交差

点、筒井交差点、古舘交差点、浜館交差点
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